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環
境
に
や
さ
し
い
農
業
へ
の
取
り
組
み

「
み
ど
り
認
定
制
度
」が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

　

令
和
４
年
に「
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
法
」が
制
定
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。同
法
律
に
基

づ
き
環
境
負
荷
低
減
に
向
け
た
生
産
者
や
地
域
の
取
り
組
み
を
支
援
・
促
進
す
る
た
め
の

認
定
制
度
が「
み
ど
り
認
定
」で
す
。こ
れ
に
伴
い「
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
認
定
」が
廃
止
と
な
り

ま
す
。み
ど
り
認
定
は
、エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
認
定
の
後
継
と
な
る
制
度
で
す
。

「
漬
物
製
造
」に
は

営
業
許
可
が
必
要
で
す

　

令
和
３
年
６
月
に
改
正
食
品
衛
生
法
が
施
行
さ
れ
、漬
物
を
製
造
販
売
す
る
場
合
、「
漬
物
製
造
業
」の「
営
業

許
可
」が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。令
和
３
年
５
月
末
以
前
か
ら
製
造
販
売
し
て
い
る
施
設
に
つ
い
て
は
、営
業
許
可

の
取
得
に
３
年
間
の
経
過
措
置
期
間
が
設
け
ら
れ
、同
期
間
が
令
和
６
年
５
月
31
日
で
終
了
し
ま
す
。

■
制
度
の
内
容

　

農
林
漁
業
者
は
、環
境
負
荷
の
低
減

に
取
り
組
む
５
年
間
の
事
業
計
画
を
作

成
し
、県
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

「
環
境
負
荷
の
低
減
」の
取
り
組
み
例

•
土
づ
く
り
、化
学
肥
料
・
化
学
農
薬
の

　

使
用
低
減

•
燃
油
使
用
低
減
や
水
稲
中
干
し
期
間

　

延
長
な
ど
、温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

　

削
減

•
バ
イ
オ
炭
の
農
地
施
用　

•
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
排
出
削
減

　

な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
メ
リ
ッ
ト

　

 

設
備
投
資
の
際
の
所
得
税
・
法
人
税

が
優
遇
さ
れ
る

　

青
色
申
告
を
行
う
農
業
者
は
、認
定

を
受
け
た
計
画
に
従
っ
て
化
学
肥
料
・
化

学
農
薬
の
使
用
低
減
に
必
要
と
な
る
設

備
を
導
入
し
た
場
合
、通
常
の
減
価
償

却
額
に
次
の
金
額
を
上
乗
せ
し
て
償
却

で
き
ま
す
。

（
機
械
な
ど

:

取
得
価
額
×
32
％
、

  

建
物
な
ど

:

取
得
価
額
×
16
％
）

　

 

さ
ま
ざ
ま
な
国
庫
補
助
金
の
採
択
で

優
遇
さ
れ
る

　

計
画
認
定
を
受
け
る
と
、国
庫
補
助

事
業
の
採
択
審
査
の
ポ
イ
ン
ト
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

対
象
事
業

:

み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム

戦
略
推
進
交
付
金
、強
い
農
業
づ
く
り

総
合
支
援
交
付
金
、畜
産
経
営
体
生
産

性
向
上
対
策
、農
地
利
用
効
率
化
等
支

援
交
付
金　

な
ど

　

対
象
事
業
の
一
覧
は
農
林
水
産
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
他
、日
本
政
策
金
融
公
庫
の
農

業
改
良
資
金
な
ど
の
貸
し
付
け
を
受
け

ら
れ
ま
す
。

※
本
記
事
は
令
和
６
年
２
月
15
日
現
在
の
状
況
に

基
づ
く
も
の
で
す
。
情
勢
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、必
ず
最
新
の
情
報
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

営農
トレンド

「みどり認
定制度」の

メリットを

ご紹介しま
す

営農販売部 特販課

松坂 真樹

許可申請が
まだの方は

お早めに！

「営農」に関わるトレンドを
営農アドバイザーや担当者がご紹介

■
営
業
許
可
の
取
得
期
限

◆
令
和
３
年
５
月
末
以
前
か
ら

　

製
造
販
売
し
て
い
る
方

令
和
６
年
５
月
31
日
ま
で
に
許
可
を
取

得
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
こ
れ
か
ら
新
た
に
漬
物
製
造
を

　

始
め
る
方

営
業
開
始
前
に
許
可
を
取
得
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

■
漬
物
の
種
類（
一
例
）

梅
干
し
、た
く
あ
ん
漬
け
、水
か
け
菜
漬

け
、わ
さ
び
漬
け
、キ
ム
チ
、ぬ
か
漬
け
、

ら
っ
き
ょ
う
漬
け
な
ど

※
浅
漬
け
も
許
可
が
必
要
で
す

■
漬
物
製
造
業
の
許
可
を
取
る

　

た
め
の
主
な
施
設
基
準

•
製
造
施
設
は
営
業
専
用
と
す
る
こ
と

　
（
自
宅
の
台
所
と
の
兼
用
は
不
可
）

•
手
洗
い
設
備
、洗
浄
設
備
の
設
置

な
ど

TOPICS 1 みどり認定制度の概要TOPICS 2 漬物製造業の営業許可

食品営業許可等に関するお問い合わせ先

所管区域 お問い合わせ先

賀茂保健所衛生薬務課
下田市中531-1
電話番号 0558-24-2057

熱海保健所衛生薬務課
熱海市水口町13-15
電話番号 0557-82-9102

東部保健所衛生薬務課
沼津市高島本町1-3
電話番号 055-920-2102

東部保健所修善寺支所
伊豆市小立野66-1
電話番号 0558-72-2310

御殿場保健所衛生薬務課
御殿場市竈1113
電話番号 0550-82-1223

富士保健所衛生薬務課
富士市本市場441-1
電話番号 0545-65-2620

下田市・東伊豆町・河津町・

南伊豆町・松崎町・西伊豆町

熱海市・伊東市

沼津市・三島市・裾野市・函南町・

清水町・長泉町・伊豆の国市

伊豆市

御殿場市・小山町

富士市・富士宮市

都
道
府
県

農
林
漁
業
者

①
認定申請

②
計画認定

グループ申請
も可能です！

特別償却のイメージ

水田用除草機

堆肥散布機
など

７００万円の機械（耐用年数７年）を
導入した場合

計画申請と機械導入のタイミングに注意

税制特例の
対象機械

計画の認定 機械等の取得 税務申告
計画認定前に機械等を取得してしまうと、
税制の適用を受けられません。

★

７年目６年目５年目４年目３年目２年目

７６
万円

１００
万円

１００
万円

１００
万円

６年目１年目

１００
万円

２２４
万円
特別
償却

特別償却により導入当初の税負担を軽減

　

令
和
６
年
６
月
１
日
以
降
も
継
続

し
て
漬
物
製
造
の
営
業
を
行
う
場

合
は
、保
健
所
の
営
業
許
可
を
取
得

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
お
早
め
に

施
設
の
住
所
地
の
所
管
保
健
所
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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